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Ⅰ.分析の背景・目的とフレームワーク

１．分析の背景・目的

●「雇用確保措置の義務化」が施行された2006年4月から15年が経過し、
６０～65歳までの雇用継続はほとんどの企業で達成されているが、その
達成の仕方は、企業により様々である。

●本報告では、2019年にJILPTが日本企業を対象に実施した、高年齢者の
雇用に関するアンケート調査の結果を基に、定年あるいは60歳を挟んでの
仕事の継続性の有無から、65歳までの雇用継続体制の多様性を3つのタイ
プに整理し、各企業がそれぞれのタイプを選択する要因について分析した結
果を報告する。

●また、65歳までの雇用継続体制が、60代前半を対象とする人事労務管
理の状況にどのような影響を与えているのかについて、人事労務管理にお
ける課題に着目して分析した結果も、併せて報告する。
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Ⅰ.分析の背景・目的とフレームワーク

２．分析のフレームワーク

②‘distal outcome’としての
Organizational

Performance(組織業績)に関
わる事項についての課題

仕事への配置あるいは役割付与
としての人事労務管理である

65歳までの雇用継続体制

①従業員のWell-Being（ウェル
ビーイング）に

関する事項についての課題

【人事労務管理の効果に関わる事項】

【60代前半層に対する人事労務管理】

60代前半層の仕事や処遇に
対する評価・考え方

【60代前半層に対する人事労務管理に反映される要素】

「65歳までの
雇用継続体
制」を3タイプ

に整理
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Ⅱ. 「65歳までの雇用継続体制」の３タイプ

１．３タイプの内容 ※企業の特徴と各タイプの分布との関係

①60歳定年制＋変化タイプ
60歳定年後、仕事の責任が軽くなっ
たり、内容が変わったりする
（回答企業の約4割）

②60歳定年制＋無変化タイプ
60歳定年後も、仕事の内容が変わら
ない
（回答企業の約4分の1）

➂65歳定年制タイプ
65歳定年制を採用し、60歳以降も、
仕事の内容が変わらない
（回答企業の約1割）
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Ⅱ. 「65歳までの雇用継続体制」の３タイプ

２．各タイプにおける60代前半(60～65歳未満)従業員の雇用

➀60代前半従業員の雇用で活用
されている雇用形態（複数回答）

(単位：％)

60歳定年制
＋

変化型

60歳定年制
＋

無変化型
65歳定年型

正社員 24.2 44.7 89.5

嘱託・契約社員 80.9 63.6 22.9

パート・アルバイト 25.2 24.0 32.1

②60代前半従業員（フルタイム労
働者）の平均的年収水準

(単位：万円)

60歳定年制
＋

変化型

60歳定年制
＋

無変化型
65歳定年型

357.9
（S.D. 258.4）

387.6
(S.D. 321.7) 

425.1
(S.D. 372.9)
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Ⅲ．高年齢者の仕事・役割や賃金に対する企業の考え
と65歳までの雇用継続体制

１．配置についての考え方と65歳までの雇用継続体制との関係

●60歳定年制＋無変化型や65歳定年制に該当する可能性は、60歳以上の従業員の配置に
あたって、「特に配慮することはない」という企業で上昇する。

●「肉体的に負担の少ない仕事に配置すること」、「労働力が不足している部署に優先的に配置
すること」、「慣れている仕事に継続して配置すること」（65歳定年制の場合）、「技能やノウハウ
の継承が円滑に進むようにすること」といった配慮を行う企業は、60歳定年制＋無変化型や65
歳定年制に該当する可能性が低下する。

２．賃金についての考え方と65歳までの雇用継続体制との関係

●60歳以上の従業員の賃金について、「定年後でも仕事が同じなら原則、賃金は下げるべきで
はない」、「定年後の高年齢者も、評価制度に基づき賃金を決めるのが望ましい」（65歳定年制
の場合）と考える傾向が強い企業ほど、60歳定年制＋無変化型や65歳定年制に該当する可能
性が上昇する。

●現役世代に配慮して高年齢者の賃金を下げても構わないと考える傾向が強い企業ほど、60
歳定年制＋無変化型や65歳定年制に該当する可能性が低下する。
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Ⅲ. 65歳までの雇用継続体制の要因とその影響

※高年齢者の仕事・役割や賃金に対する企業の考えと65歳までの雇用継
続体制：多項ロジスティック分析
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Ⅳ. 65歳までの雇用継続体制の影響

【65 歳までの雇用継続体制のタイプと60代前半層の雇
用における課題との関係に関する分析結果】

●「60歳定年制＋変化タイプ」の企業に比べ、「60歳定年制＋無変化タイ
プ」や、「65歳定年制タイプ」の企業では、60 代以上の高年齢従業員の労
働意欲の低下という課題が指摘されにくい。

●「65 歳定年制タイプ」の企業では、「60歳定年制＋変化タイプ」の企業に
比べ若・壮年層のモラール低下という課題が指摘されにくい。
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Ⅳ. 65歳までの雇用継続体制の影響

※65 歳までの雇用継続体制のタイプと60代前半層の雇用における課題と
の関係：二項ロジスティック分析
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Ⅴ．分析結果からの示唆

●60歳定年を境に仕事上の責任や仕事の内容が変わらない「60歳定年制
＋無変化」タイプや、「65歳定年制」タイプの企業では、60代以上の高年齢
従業員の労働意欲の低下という課題が指摘されにくい。

⇒企業内における60歳以上の従業員の増加や、若・壮年層が60 歳以降
の就業をより一層意識するようになることが予想される状況の下、
従業員のwell-being（WB）という観点を踏まえると、60歳定年を境に仕
事上の責任や仕事の内容が変わらない、60 歳定年制＋無変化タイプや
65歳定年制タイプを採用する必要性が高まることを示唆。

●60歳前後で仕事内容や責任を変化させない体制を実現するためには、高
年齢者に対して「技能やノウハウの継承」という役割を強調しすぎないことや、
年齢に関わらず評価等に即して賃金を決定していく制度の導入が効果的だ
と考えられる。
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参考：2019年のJILPT企業アンケート調査

●名称は「高年齢者の雇用に関する調査」。2019年5月20日から6月30日
にかけて実施。

●対象は、常用労働者50人以上を雇用している企業20,000社（農林、漁
業、鉱業、複合サービス業、公務は除く）。令和元年5月1日時点の状況につ
いての回答を求めた。有効回収数は5891、有効回収率は29.5％。

●調査票および調査結果の詳細をまとめた報告書は、下記URLからダウン
ロードできる。

https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/198.html


